
質  問  回  答  書 

 

―――――――――   質問者記載事項   ――――――――― 

 

１．質問日：令和8年6月11日 

                   

２．番 号：農委賃貸第1号 

  

３．件 名：阿賀野市農業委員会タブレット端末賃貸借及び通信サービス利用業務 

 

４．質問事項 

1 入札書は郵送でも可能でしょうか。 
 
2 入札が郵送可な場合は委任状は不要で代表者本人が入札に参加する場合の入札書記入例
に則り、入札書を作成する形でよろしいでしょうか。 
 
3 入札が郵送可な場合は入札書封筒の記入例に則り、封印し、それを外封筒に入れて簡易
書留等でお送りする形でよろしいでしょうか。 
 
4 回線料を本件に含むため、賃貸借開始月の翌月に新規事務手数料が別途回線数分発生し
ます。そのため、毎月定額での賃貸借料ご請求になりませんが、よろしいでしょうか。 
 
5 総務省のユニバーサルサービス制度等に則り、電話ユニバーサルサービス料、電話リレ
ーサービス、BBユニバーサルサービス料が賃貸借期間中に別途発生する際は、そちらも阿
賀野市様にご請求する形でよろしいでしょうか。こちらの費用は、入札時点でいつ発生す
るか分からないため、入札金額に含めることができません。そのため入札金額に含めない
形でよろしいでしょうか。 
 
6 仕様書 ４業務の内容（１）タブレット端末の賃貸借「付属品」に記載がある【別途見
積項目】提案タブレット用ハードケース及び画面用ガラスフィルム１０台分は、本件の入
札費用に含むのでしょうか。 
 
7 仕様書 ４業務の内容（１）タブレット端末の賃貸借「付属品」に記載がある【別途見
積項目】提案タブレット用ハードケース及び画面用ガラスフィルム１０台分を本件入札費
用に含む場合で、提案タブレット用ハードケースの在庫がない時は、手帳型やフラップタ
イプのケースタイプでの代替提案は可能でしょうか。 
 
8 仕様書 ４業務の内容（３）タブレット端末初期設定等の実施 ④、⑤については、MDM
設定・配布で対応が可能なため、今回MDM設定は阿賀野市様で実施することから納入業者は
対応しなくてよいという認識で相違ないでしょうか。 
（④、⑤の仕様内容：④タブレット端末に、本市が別紙で指定するアプリケーションのイ
ンストール、ブックマーク登録等の設定を行うこと。⑤インストールするアプリケーショ
ンは無償で取得できるものであり、アプリの法人利用の担保及び有償のアプリの提供義務
を負うものではない。） 
 
9 当該リース物件について、ＭＤＭの管理対象となる機器が含まれるため、賃借人様の責
任においてリース物件の返還までにＭＤＭの「端末ＩＤ」を削除し、ＭＤＭの管理対象外
とする認識でよろしいですか。 
なお、賃借人様側で「端末ＩＤ」を削除されない場合、リース会社は責任を負いかねます
がご認識に相違ないですか。 
 
10 本件タブレット端末に動産総合保険の付保は必要でしょうか。 
 
11 動産総合保険の付保が必要な場合は、賃貸借期間が経過する毎に保険金支払額が低減す
る通常の動産総合保険でよろしいでしょうか。 



12 昨今、AIサーバーへの半導体供給が集中し、世界的に半導体不足が発生しています。こ
のような世界的情勢のなか、受注者の責めによらず、端末の納期が遅れることがあった際
は、賃貸借期間の開始時期等、別途協議いただけますでしょうか。その際、入札指名停止
等のペナルティは受注者に課されないという理解でよろしいでしょうか。 

 

 

―――――――――   回答者記載事項   ――――――――― 

 

５．回答事項 

1 郵送でも可能です。 

 

2 入札書を提出する方が代表者本人の場合は、その方の「名刺」を、代理人である場合は、

委任状を外封筒に入れて郵送してください。 

 

3 入札書封筒を記入例により封印し、外封筒に入れ一般書留又は簡易書留により郵送して

ください。 

 

4 仕様書に記載のとおり、毎月定額での請求をお願いいたします。 

 

5 別途発生する料金については、受注者と契約後、改めて協議します。 

そのため、入札金額には含めないください。 

 

6 入札費用には含みません。 

 

7 別途見積項目は、入札費用に含みません。ハードケースの在庫がない場合は、別途見積

は不要です。 

 

8 MDM設定は本市で対応いたしますが、その他の初期設定については、仕様書のとおり対応

をお願いいたします。 

 

9 こちらでＭＤＭの「端末ＩＤ」を削除したうえ、返還いたします。 

 

10 動産保険の対応は、不要です。 

 

11 動産保険の対応は、不要です。 

 

12 昨今の半導体不足等による世界的情勢のなか、受注者の責めによらず、端末の納期が遅

れるような場合は、納期や契約期間変更について、協議可能です。 

この場合、受注者へのペナルティはありません。 

 

※当書により質問を行う場合は、Wordのまま、メールに添付すること 


